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町田市立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 町田市立学校施設の開放に関する条例（平成１７年１０月町田市条例第５２

号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１３７条、

社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第４４条及びスポーツ基本法

（平成２３年法律第７８号）第１３条第１項の規定に基づき、町田市立

小・中学校の施設及び附属設備（以下「学校施設」という。）を積極的

に開放することにより、市民の文化、スポーツ等の地域活動の場として

活用することを目的とする。 

第１条 この条例は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１３７条、

社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第４４条及びスポーツ基本法

（平成２３年法律第７８号）第１３条第１項の規定に基づき、町田市立

小・中学校の施設（以下「学校施設」という。）を積極的に開放するこ

とにより、市民の文化、スポーツ等の地域活動の場として活用すること

を目的とする。 

（開放施設） （開放施設） 

第３条 学校開放の対象となる学校施設（以下「開放施設」という。）は、

次に掲げる学校施設のうち、教育委員会が指定するものとする。 

第３条 学校開放の対象となる学校施設（以下「開放施設」という。）は、

次に掲げる学校施設のうち、教育委員会が指定するものとする。 

（１）～（５）略 （１）～（５）略 

（６）体育館空調設備  

（７）略 （６）略 

（８）略 （７）略 

（利用の不承認） （利用の不承認） 

第９条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１

項の承認をしない。 

第９条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１

項の承認をしない。 

（１）～（４）略 （１）～（４）略 

（５）学校施設を損傷するおそれがあるとき。 （５）施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。 

（６）略 （６）略 

（使用料） （使用料） 

第１０条 別表に掲げる開放施設を利用する者は、同表に定める使用料を

前納しなければならない。ただし、体育館空調設備の使用に係る使用料

第１０条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。 
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は、教育委員会が指定する期日までに納付しなければならない。 

２ 別表に掲げる開放施設以外の開放施設の使用料は、無料とする。       

３ 略 ２ 略 

 （校庭照明設備の利用）  （校庭照明設備の利用） 

第１２条 開放施設のうち校庭照明設備の利用に関しては、この条例及び

この条例に基づく町田市教育委員会規則（以下「規則」という。）の規

定にかかわらず、町田市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３

４号）及び町田市体育施設条例施行規則（平成２０年３月町田市規則第

６２号）の例による。ただし、使用料、開放日及び開放時間に関しては、

この条例及び規則の規定を適用する。 

第１２条 開放施設のうち校庭照明設備の利用に関しては、この条例及び

この条例に基づく町田市教育委員会規則（以下「規則」という。）の規

定にかかわらず、町田市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３

４号）及び町田市体育施設条例施行規則（平成１７年８月町田市教育委

員会規則第１０号）の例による。ただし、使用料、開放日及び開放時間

に関しては、この条例及び規則の規定を適用する。 

（開放施設の変更の禁止） （開放施設等の変更の禁止） 

第１５条 利用者は、開放施設に変更を加えてはならない。ただし、あら

かじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。 

第１５条 利用者は、開放施設又は設備に変更を加えてはならない。ただ

し、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１８条 開放施設に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければな

らない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるとき

は、賠償額を減額し、又は免除することができる。 

第１８条 開放施設又は設備に損害を与えた者は、その損害額を賠償しな

ければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認

めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

開放施設 使用単位 使用料 

温水プール １回 ４６０円（小学生、中学生、

６５歳以上の者及び障がい

者にあっては、１５０円） 

体育館空調設備 １時間 ３００円 

校庭照明設備 ３０分 ６２０円（小学生、中学生又

開放施設 使用料 

体育館 無料 

校庭 

プール 

特別教室 

温水プール １回大人４６０円、子ども（小学生及び中学生）１５
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は高校生主体の団体にあっ

ては、３１０円） 

   

 

０円 

ただし、満６５歳以上の者及び障がい者の使用料は、

１５０円とする。 

校庭照明設備 ３０分までごとにつき６２０円（小学生、中学生又は

高校生主体の団体は半額） 
 

備考 備考 

１ この表において使用単位の「１回」とは、入場から退場までをい

う。 

 

２ 温水プールの小学生及び中学生の使用料は、７月２１日から８月

３１日までの期間の使用料とし、これ以外の期間の使用料は無料と

する。 

１ 温水プールの子どもの使用料は、７月２１日から８月３１日まで

の期間の使用料とし、これ以外の期間の使用料は無料とする。 

３ この表において「障がい者」とは、身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）第１５条に基づく身体障害者手帳又は東京都愛

の手帳交付要綱（昭和４２年民児精発第５８号）に基づく愛の手帳

等の交付を受けている者をいう。 

２ 「障がい者」とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条に基づく身体障害者手帳又は東京都愛の手帳交付要綱

（昭和４２年民児精発第５８号）に基づく愛の手帳等の交付を受け

ている者をいう。 

 

- 5 -

-  -0123456789



第２条 町田市立学校施設の開放に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

（開放施設） （開放施設） 

第３条 学校開放の対象となる学校施設（以下「開放施設」という。）は、

次に掲げる学校施設のうち、教育委員会が指定するものとする。 

第３条 学校開放の対象となる学校施設（以下「開放施設」という。）は、

次に掲げる学校施設のうち、教育委員会が指定するものとする。 

（１）略 （１）略 

（２）武道場  

（３）略 （２）略 

（４）略 （３）略 

（５）略 （４）略 

（６）略 （５）略 

（７）略 （６）略 

（８）略 （７）略 

（９）略 （８）略 

（利用できる者の範囲） （利用できる者の範囲） 

第７条 開放施設を利用できる者は、教育委員会から町田市学校開放施設

利用登録の承認を受けた団体その他教育委員会が認める団体とする。 

第７条 開放施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 

 （１）教育委員会から町田市学校開放施設利用登録の承認を受けた団体。

ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。 

 （２）遊び場開放、プール及び温水プール開放その他教育委員会が個人に

開放することを目的とした開放施設を利用する個人 

２ 前項の規定にかかわらず、プール、温水プール、図書室その他教育委

員会が個人に開放することを目的とする開放施設については、個人で利

用することができる。 

 

（使用料） （使用料） 
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第１０条 略 第１０条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 教育委員会は、必要があると認めるときは、武道場及び特別教室の使

用に係る使用料を減額し、又は免除することができる。 

 

４ 略 ３ 略 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

開放施設 使用単位 使用料 

武道場 町田第一中学校

武道場 

午前 ２，５００円 

午後 ３，４００円 

日中 ５，９００円 

夜間 １，７００円 

特別教室 町田第一中学校

交流ホール 

午前 １，４００円 

午後 １，９００円 

日中 ３，３００円 

夜間 ９００円 

町田第一中学校

多目的室 

午前 ８００円 

午後 １，１００円 

日中 １，９００円 

夜間 ５００円 

町田第一中学校

第一音楽室 

午前 ７００円 

午後 ９００円 

開放施設 使用単位 使用料 

略 略 略 
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日中 １，６００円 

夜間 ４００円 

町田第一中学校

家庭科室 

午前 ６００円 

午後 ８００円 

日中 １，４００円 

夜間 ４００円 

略 略 略 
 

備考 備考 

１ この表において使用単位の「午前」とは午前９時から正午までの

時間をいい、「午後」とは午後１時から午後５時までの時間をいい、

「日中」とは午前９時から午後５時までの時間をいい、「夜間」と

は午後７時から午後９時までの時間をいい、「１回」とは、入場か

ら退場までをいう。 

１ この表において使用単位の「１回」とは、入場から退場までをい

う。 

２・３ 略 ２・３ 略 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

（１）第１条中第１２条の改正規定及び次項の規定 公布の日 

（２）第１条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第３項の規定 令和

４年６月１日 

（３）第２条の規定 令和４年８月１日 

 （準備行為） 

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の日以後の体育館空調設備の利用に関し必要な手

続その他の行為は、同日前においても、同号に掲げる規定による改正後の町田市立

学校施設の開放に関する条例の規定の例により行うことができる。 

３ 附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日以後の武道場の利用に関し必要な手続

その他の行為は、同日前においても、同号に掲げる規定による改正後の町田市立学

校施設の開放に関する条例の規定の例により行うことができる。 
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